
規 則

�愛媛県規則第２９号
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、第１５条関係） 別表第１（第３条、第１５条関係）

項目 基 準 値 測 定 方 法 項目 基 準 値 測 定 方 法

省略 省略
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全シア

ン

検液中に検出さ

れないこと。

規格Ｋ０１０２の３８に定める方法（規格

Ｋ０１０２の３８．１．１及び３８の備考１１に定

める方法を除く。）又は水質汚濁に

係る環境基準について（昭和４６年１２

月環境庁告示第５９号。以下「環境基

準告示」という。）付表１に掲げる

方法

全シア

ン

検液中に検出さ

れないこと。

規格Ｋ０１０２の３８に定める方法（規格

Ｋ０１０２の３８．１．１ に定

める方法を除く。）

省略 省略

六価ク

ロム

検液１リットル

につき０．０５ミリ

グラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２（規格Ｋ０１０２の

６５．２．７を除く。）に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定め

る操作を行うものとする。）

六価ク

ロム

検液１リットル

につき０．０５ミリ

グラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２

に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定め

る操作を行うものとする。）

省略 省略

総水銀 検液１リットル

につき０．０００５ミ

リグラム以下

環境基準告示付表２

に掲げる方法

総水銀 検液１リットル

につき０．０００５ミ

リグラム以下

水質汚濁に係る環境基準について

（昭和４６年１２月環境庁告示第５９号。

以下「環境基準告示」という。）付

表１に掲げる方法

アルキ

ル水銀

検液中に検出さ

れないこと。

環境基準告示付表３及び排水基準告

示付表３に掲げる方法

アルキ

ル水銀

検液中に検出さ

れないこと。

環境基準告示付表２及び排水基準告

示付表３に掲げる方法

ＰＣＢ 検液中に検出さ

れないこと。

環境基準告示付表４に掲げる方法 ＰＣＢ 検液中に検出さ

れないこと。

環境基準告示付表３に掲げる方法

省略 省略

チウラ

ム

検液１リットル

に つ き０．００６ミ

リグラム以下

環境基準告示付表５に掲げる方法 チウラ

ム

検液１リットル

に つ き０．００６ミ

リグラム以下

環境基準告示付表４に掲げる方法

シマジ

ン

検液１リットル

に つ き０．００３ミ

リグラム以下

環境基準告示付表６の第１又は第２

に掲げる方法

シマジ

ン

検液１リットル

に つ き０．００３ミ

リグラム以下

環境基準告示付表５の第１又は第２

に掲げる方法

チオベ

ンカル

ブ

検液１リットル

につき０．０２ミリ

グラム以下

環境基準告示付表６の第１又は第２

に掲げる方法

チオベ

ンカル

ブ

検液１リットル

につき０．０２ミリ

グラム以下

環境基準告示付表５の第１又は第２

に掲げる方法

省略 省略

ふっ素 検液１リットル

につき０．８ミリ

グラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１（規格Ｋ０１０２の３４

の備考１を除く。）若しく は３４．４

（妨害となる物質としてハロゲン化

合物又はハロゲン化水素が多量に含

まれる試料を測定する場合にあって

は、蒸留試薬溶液として、水約２００

ミリリットルに硫酸１０ミリリット

ル、りん酸６０ミリリットル及び塩化

ナトリウム１０グラムを溶かした溶液

とグリセリン２５０ミリリットルを混

合し、水を加えて１，０００ミリリット

ルとしたものを用い、規格Ｋ０１７０―

６の６図２注記のアルミニウム溶液

のラインを追加する。）に定める方

法又は規格Ｋ０１０２の３４．１．１ｃ）（注

ふっ素 検液１リットル

につき０．８ミリ

グラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１

若しくは３４．４

に定める方

法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）（注�６

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号

７４９



�２ 第３文及び規格Ｋ０１０２の３４の備考

１を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨

害となる物質が共存しないことを確

認した場合にあっては、これを省略

することができる。）及び環境基準

告示付表７に掲げる方法

第３文

を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨

害となる物質が共存しない

場合にあっては、これを省略

することができる。）及び環境基準

告示付表６に掲げる方法

省略 省略

１，４―

ジオキ

サン

検液１リットル

につき０．０５ミリ

グラム以下

環境基準告示付表８に掲げる方法 １，４―

ジオキ

サン

検液１リットル

につき０．０５ミリ

グラム以下

環境基準告示付表７に掲げる方法

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

項目 基 準 値 測 定 方 法 項目 基 準 値 測 定 方 法

省略 省略

全シア

ン

検出されないこ

と。

規格Ｋ０１０２の３８．１．２（規格Ｋ０１０２の

３８の備考１１を除く。以下同じ。）及

び３８．２に定める方法、規格Ｋ０１０２の

３８．１．２及び３８．３に定める方法、規格

Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．５に定める

方法又は環境基準告示付表１に掲げ

る方法

全シア

ン

検出されないこ

と。

規格Ｋ０１０２の３８．１．２

及

び３８．２に定める方法、規格Ｋ０１０２の

３８．１．２及び３８．３に定める方法又は規

格Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．５に定める

方法

省略 省略

六価ク

ロム

１リットルにつ

き０．０５ミリグラ

ム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２（規格Ｋ０１０２の

６５．２．７を除く。）に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定め

る操作を行うものとする。）

六価ク

ロム

１リットルにつ

き０．０５ミリグラ

ム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２

に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定め

る操作を行うものとする。）

省略 省略

総水銀 １リットルにつ

き０．０００５ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表２に掲げる方法 総水銀 １リットルにつ

き０．０００５ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表１に掲げる方法

アルキ

ル水銀

検出されないこ

と。

環境基準告示付表３に掲げる方法 アルキ

ル水銀

検出されないこ

と。

環境基準告示付表２に掲げる方法

ＰＣＢ 検出されないこ

と。

環境基準告示付表４に掲げる方法 ＰＣＢ 検出されないこ

と。

環境基準告示付表３に掲げる方法

省略 省略

チウラ

ム

１リットルにつ

き０．００６ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表５に掲げる方法 チウラ

ム

１リットルにつ

き０．００６ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表４に掲げる方法

シマジ

ン

１リットルにつ

き０．００３ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表６の第１又は第２

に掲げる方法

シマジ

ン

１リットルにつ

き０．００３ミリグ

ラム以下

環境基準告示付表５の第１又は第２

に掲げる方法

チオベ

ンカル

ブ

１リットルにつ

き０．０２ミリグラ

ム以下

環境基準告示付表６の第１又は第２

に掲げる方法

チオベ

ンカル

ブ

１リットルにつ

き０．０２ミリグラ

ム以下

環境基準告示付表５の第１又は第２

に掲げる方法

省略 省略

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号
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告 示
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�愛媛県告示第７６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第７６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

ふっ素 １リットルにつ

き０．８ミリグラ

ム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１（規格Ｋ０１０２の３４

の備考１を除く。）若しく は３４．４

（妨害となる物質としてハロゲン化

合物又はハロゲン化水素が多量に含

まれる試料を測定する場合にあって

は、蒸留試薬溶液として、水約２００

ミリリットルに硫酸１０ミリリット

ル、りん酸６０ミリリットル及び塩化

ナトリウム１０グラムを溶かした溶液

とグリセリン２５０ミリリットルを混

合し、水を加えて１，０００ミリリット

ルとしたものを用い、規格Ｋ０１７０―

６の６図２注記のアルミニウム溶液

のラインを追加する。）に定める方

法又は規格Ｋ０１０２の３４．１．１ｃ）（注

�２ 第３文及び規格Ｋ０１０２の３４の備考

１を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨

害となる物質が共存しないことを確

認した場合にあっては、これを省略

することができる。）及び環境基準

告示付表７に掲げる方法

ふっ素 １リットルにつ

き０．８ミリグラ

ム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１

若しくは３４．４

に定める方

法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）（注�６

第３文

を除く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ法で妨

害となる物質が共存しない

場合にあっては、これを省略

することができる。）及び環境基準

告示付表６に掲げる方法

省略 省略

１，４―

ジオキ

サン

１リットルにつ

き０．０５ミリグラ

ム以下

環境基準告示付表８に掲げる方法 １，４―

ジオキ

サン

１リットルにつ

き０．０５ミリグラ

ム以下

環境基準告示付表７に掲げる方法

備考 省略 備考 省略

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

長 谷 歯 科 医 院 大洲市田口甲３６４番地第
５ 令和元年１０月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

山 下 泰 寛 今治東接骨院 今治市桜井２丁目１－１ 令和元年
１１月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 訪問看護ステーション アロ
ハ

南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番
地 令和元年１０月１日

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号

７５１
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�愛媛県告示第７６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

上 須 戒 診 療 所 大洲市上須戒甲１２７６番地
の１ 令和元年９月３０日

長 谷 歯 科 医 院 大洲市田口甲３６４番地第
５ 令和元年９月３０日

山 本 医 院 八幡浜市１５７９番地の５０ 令和元年９月３０日

有 限 会 社 佐 々 木 薬 局 今治市本町二丁目２番地
５ 令和元年１０月１５日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

き む ら 歯 科 医 院 今治市波方町小部甲６３５
番地１ 令和元年９月２７日

ファミリー薬局土居店 四国中央市土居町蕪崎３０
３番地３ 令和元年１０月１日

牧 野 皮 フ 科 八幡浜市広瀬二丁目１－
４３ 令和元年１０月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社うぐいす 西条市下島山甲２６７０番地２ 居宅介護支援事業所うぐいす 西条市下島山甲２６７０番地２ 令和元年１０月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 公益財団法人正光会小規模多
機能型居宅介護事業所アロハ

南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番
地 令和元年９月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 公益財団法人正光会小規模多
機能型居宅介護事業所アロハ

南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番
地 令和元年９月３０日

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号

７５２
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�愛媛県告示第７７０号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 川滝町下山・領
家３

平成２９年度から
平成３０年度まで

四国中央市（川滝
町下山・領家３）
の地籍図及び地籍
簿

四国中央市 土居町上野９ 平成２８年度から
平成３０年度まで

四国中央市（土居
町上野９）の地籍
図及び地籍簿

大 洲 市 沖浦第５計画区 平成２８年度から
平成３０年度まで

大洲市（長浜町沖
浦の一部）の地籍
図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和元年１１月２６日

�������
�愛媛県告示第７７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

北宇和郡松野町大字吉野地域に係る県営土地改良事業計画を変更し

たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・梁瀬下地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

令和元年１１月２７日から１２月２４日まで

３ 縦覧場所

松野町役場

�������
�愛媛県告示第７７２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市遊子９７６の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第７７３号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年１０月愛媛県

告示第５６６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地

（変更後）
公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター結い

南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番
地 令和元年６月１日（変更前）

公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター「結い」じょう
へん

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地

（変更後）
公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター結い

南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番
地 令和元年６月１日（変更前）

公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター「結い」じょう
へん

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号

７５３



１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７７４号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１０月農林水産省告

示第１０１６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

宇和島市畑地村大字下畑地乙
３２４番地
小 林 権 一

森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２９４番地２
家 高 忠 司

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地１８０番地
家 高 増 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２４番
戸
家 高 モ リ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２９４番地１
家 高 弥壽男

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字奈良２０５
番戸
井 谷 喜�馬

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市三番町三丁目２番地１６

宇都宮 孝
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

広島県三次市南畑敷町１２番地

宇都宮 史 明
森林所有者

宇和郡鬼北町（次の図に
示す部分に限る。）

東京都日野市大字日野６９６２番
地１
宇都宮 史 明

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大阪府布施市友井４２９番地友
光園２２号
宇都宮 治 喜

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地６６２番地９
宇都宮 忠

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字北川７３８
番地
宇都宮 寿 文

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２１４番地
宇都宮 登

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

神戸市東灘区御影二丁目１３番
２４－３０１号
宇都宮 英 史

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２１４番地
宇都宮 又 市

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２２１番地
大本神社

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市和霊元町一丁目１番
１号
梶 原 洋 一

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市朝日町二丁目６番５
号
株式会社山和製材所

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字北川２番
耕地２４１番地
芝 善 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市栄町港二丁目５番１７
号
芝 春 馬

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大阪府茨木市大池二丁目２６番
３３号
芝 布治夫

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地７２０番地７
末 広 和 幸

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

神戸市生田区京町７２番地

太陽林産株式会社
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡高光村大字光満甲１
番地３
田 窪 喜 平

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市光満甲１番地３

田 窪 徳 夫
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

香川県高松市大田下町２３２８番
地１
武 田 正 太

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市朝日町４４５番地

土 居 多一郎
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市朝日町５４０番地

土 居 恒 明
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都千代田区大手町一丁目
５番地６
農林漁業金融公庫

抵当権者・根抵
当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

兵庫県尼崎市立花町四丁目１０
番２５号
堀 江 和 美

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市和霊町東通り１８８６番
地
宮 本 兼太郎

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都目黒区碑文谷五丁目８
番１２－１０５号
宮 脇 仁 志

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地７０５番地
山 本 定

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

広島県広島市何洋中町６番２６
号
山 本 陽 一

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市裡町１８番地

有限会社昭和商事
根抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市明倫町２番２９号

渡 辺 功
森林所有者

愛 媛 県 報令和元年１１月２６日 第５９号
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� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７７５号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１０月農林水産省告

示第１０１６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

宇和島市（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７７６号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

中村（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成３１年１月愛媛県告示第５８号）

中村の項で指定した標柱４号、標柱３号、標柱２号及び標柱１号を

順次結んだ線、標柱１号と次に掲げる地番の土地に存する標柱１３号

を町道中村線北西側官民境界線で結んだ線、標柱１３号から標柱２２号

までを順次結んだ線及び標柱２２号と標柱４号を結んだ線に囲まれた

区域

�愛媛県告示第７７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

喜多郡内子町寺村２７０番地７

森 本 英 章
森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

宇和島市津島町御内

大 塚 安 吉
森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

宇和島市津島町御内１番耕地
１６９番地
渡 辺 義 馬

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

宇和島市津島町御内１番耕地
４３１番地３
福 田 源 造

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。） 北宇和郡津島町御槇財産区 森林所有者

市 町 地 番 標 柱

上浮穴郡�万高原町 東川 ２８６７番 １３号

２８６９番 １４号

２８１８番 １５号

２７９５番２ １６号

２７９８番 １７号

２７７４番 １８号

２７７３番 １９号

２７７１番 ２０号、２１号

２７７０番 ２２号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 東予玉川線
西条市実報寺甲１６８番３から

同市福成寺甲３８３番８まで

旧 ６．０～２６．０ ０．１８６

一部廃止

新 ０ ０
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公営企業告示

正 誤

�正 誤

平成２８年１１月２２日付け第２８２７号愛媛県告示第１２９６号（道路の区域

変更（県道猪伏西谷線））中

�������
�正 誤

平成３０年４月２７日付け第２９７０号愛媛県告示第４６８号（道路の供用

開始（県道猪伏西谷線））中

�愛媛県公営企業告示第８号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年１１月２６日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町大平３０６番２から

同町大平４２９番４まで
令和元年１１月２６日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

遠隔操作型内視鏡下手術支援ロボッ
トシステム １式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年１０月２９日

株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区平河町
二丁目７番５号砂防会
館本館７階

７，００４，３６０円 一般競争入札 令和元年９月６日

ページ 箇 所 誤 正

９２８
表
区間欄
旧中

上浮穴郡�万高原町西
谷字猪伏

上浮穴郡�万高原町西
谷字高野

９２８
表
区間欄
新中

上浮穴郡�万高原町西
谷字猪伏

上浮穴郡�万高原町西
谷字高野

ページ 箇 所 誤 正

３４７ 表
区間欄中

上浮穴郡�万高原町西
谷字猪伏

上浮穴郡�万高原町西
谷字高野

令和元年１１月２６日 発行
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